
議案第１０３号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  平成２８年５月２６日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

   路  線  名 延  長 

   ｍ 

幅 員 

  ｍ 

起   点 終   点 重要な経過地 

Ｄ第６８０号線 77 15 4 00 

さいたま市南区曲本

一丁目１４８番１地

先 

さいたま市南区曲本

一丁目１４８番９地

先 

Ｈ第２０３号線 65 76 5 00 

さいたま市浦和区本

太五丁目２１０番１

地先 

さいたま市浦和区本

太五丁目２１０番８

地先 

１２８８２号線 66 96 4 50 

さいたま市北区吉野

町一丁目３７５番１

８地先 

さいたま市北区吉野

町一丁目３７５番１

８地先 

２２５６３号線 13 87 6 00 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字五反田１７

０番１地先 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字五反田１７

０番１地先 

２２５６４号線 180 53 

22 

～ 

26 

00 

00 

さいたま市大宮区桜

木町一丁目２２３番

１地先 

さいたま市大宮区桜

木町一丁目２７１番

１地先 

３２７３７号線 69 00 4 50 

さいたま市北区奈良

町１２３番２５地先 

さいたま市北区奈良

町１２３番２８地先 

３２７３８号線 91 30 4 20 

さいたま市西区三橋

六丁目１４２９番１

５地先 

さいたま市西区三橋

六丁目１４２９番７

地先 

３２７３９号線 66 01 4 00 

さいたま市大宮区櫛

引町一丁目６５９番

１地先 

さいたま市大宮区櫛

引町一丁目６６５番

４地先 

３２７４０号線 68 50 4 00 

さいたま市大宮区櫛

引町一丁目６６５番

３地先 

さいたま市大宮区櫛

引町一丁目６６５番

４地先 

４１６９７号線 117 70 

4 

～ 

5 

00 

00 

さいたま市西区大字

佐知川字後谷５９９

番１地先 

さいたま市西区大字

佐知川字後谷５３６

番５地先 

４１６９８号線 79 40 4 00 

さいたま市大宮区上

小町１２７８番６地

先 

さいたま市大宮区上

小町１２８２番３地

先 


